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はじめに 

 

 当院は、自然に恵まれ、四季の移ろい美しい県都青森市の中核病

院として、地域医療の確保、地域医療水準の向上に努めています。

高度医療や救急医療にも積極的に取り組み、質の高い医療の提供を

心がけています。 

 また、新医師臨床研修制度開始当初から臨床研修病院としての指

定を受け、新たに臨床の世界に踏み出す若い医師の育成に取り組ん

できました。 

当院では、研修医を含めた医師同士はもちろんのこと、他職種の

職員間の連携も密で、日々活発な議論が交わされ、診療や院内での

イベントに一丸となって取り組んでいます。 

当院で多忙ながらも充実した２年間を過ごし、自ら描く将来の医

師像を確固たるものにしてください。 

 

 

 

 

 

 

青森市民病院長  

豊木 嘉一  
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研修理念 

 

臨床研修は、医師が、医師としての人格をかん養し、将来専門と

する分野にかかわらず、医学及び医療の果たすべき社会的役割を認

識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切

に対応できるよう、基本的な診療能力を身に付けることのできるも

のでなければならない。 

（厚生労働省） 
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青森市民病院臨床研修プログラム概要（令和６年度採用） 

 

Ⅰ プログラムの名称 

青森市民病院臨床研修プログラム 

 

Ⅱ プログラムの目的と特徴 

本プログラムは、新医師臨床研修制度の研修理念に基づき、各科領域にわ

たる基本的な知識、技能及び態度などの診療能力を修得するための研修を行

うことを目的とする。 

本プログラムは、基幹型臨床研修病院内での研修だけでなく、地域の協力

型臨床研修病院及び臨床研修協力施設と連携した研修内容とし、医療の社会

的重要性を体得できるよう構成している。また、研修科目は必修分野のほか、

救急医療で遭遇することの多い診療科目を取り入れ、到達目標が十分に達せ

られるよう構成するとともに、選択科目の研修期間も十分に確保し、基本的

診療能力の修得と将来のキャリア形成に資することの双方を実現できる内容

としている。 

 

Ⅲ プログラム責任者 

   豊木 嘉一 （院長・臨床研修管理室長） 

 

Ⅳ プログラムの管理運営体制 

   青森市民病院研修管理委員会（以下「研修管理委員会」という。）を設置し、

研修プログラムの管理・運営を行う。同時に定期的に研修の進行状況の確認・

評価、臨床研修に関連する事項についての協議、決定を行う。 

   また、協力型臨床研修病院及び臨床研修協力施設との密な連携を保ち、研

修の管理・運営を実施する。 

   研修管理委員会は、プログラムの修正及び改訂等も担当する。 

 

Ⅴ 研修指導体制 

１ 各診療科に研修指導責任者及び指導医を配置する。 

２ 各研修医には、研修管理委員会がそれぞれに担任指導医を１名指名し、２

年の全研修期間中におけるプログラム進行、病歴要約作成など研修全般の指

導にあたる。 

３ 各診療科での研修期間中は、当該科毎に各研修医に指導医を配置し、指導
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にあたる。指導医は研修医が受け持つ患者の診療に直接参加し、その診療場

面での責任を担う。 

 

Ⅵ 研修スケジュール 

   当院における２年間のプログラムは以下のとおり。 

 

 

 

（上記はローテーションの参考例、４週は１月に相当する） 

１ 本プログラムによる研修期間は、令和６年４月１日から令和８年３月３１

日までの２年間とする。 

２ 研修開始時の１週間をオリエンテーションに充てる。 

３ １年次は、必修分野と規定された内科、救急部門、外科のほか、当院で必

修と定める麻酔科、整形外科を研修し、残る４週は選択科研修に充てる。 

 ４ ２年次は、必修分野と規定された地域医療、小児科、産婦人科、精神科を

それぞれ４週ずつ研修し、残る３６週は選択科研修に充てる。 

５ 内科研修は２４週とし、３科（糖尿病・内分泌内科、循環器内科、消化器

内科）を８週ずつローテートする。 

６ 外科研修は８週とし、一般外科において実施する。 

７ 救急部門は１２週とし、８週をローテーションとして割り振り、残る４週

は当院が必修科と定める麻酔科研修をこれに充てる。 

８ 救急部門の一環として麻酔科４週、整形外科４週を必修科目に加える。 

９ 一般外来研修は４週とし、内科、外科、地域医療の研修に含むものとする。 

１０ 在宅医療研修は０.４週（２日）とし、地域医療の研修に含むものとする。 

１１ 必修分野研修の規定期間及び当院が定める必修科研修の期間を除く４０

週は選択科研修期間とし、当院の診療科※1、精神科及び保健・医療行政から選

択して研修する。また、８週以内で松戸市立総合医療センター、弘前大学医

学部附属病院、青森県立中央病院での研修を選択することも可能※2。複数科を

選択する場合は１科４週以上とする。 

１２ 選択科研修の期間は必修分野研修の不足を補う期間に充てることができ

る。 

１３ 研修科目の順序は研修医毎に適宜変更することができる。 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

１年次
麻酔科

（4週）

整形外科

（4週）

選択科

（4週）

２年次
地域医療

（4週）

小児科

（4週）

産婦人科

（4週）

精神科

（4週）

選択科

（36週）

９月

内科

（24週）

救急

（8週）

外科

（8週）
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  ※1、2 選択科目 

青森市民病院 糖尿病・内分泌内科、循環器内科、消化器

内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外

科、心臓血管外科、ひ尿器科、産婦人科、

眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーショ

ン科、放射線科、麻酔科、病理診断科 

松戸市立総合医療センター 救急科 

弘前大学医学部附属病院 血液内科、膠原病内科、呼吸器内科・感染

症科、脳神経内科、腫瘍内科、呼吸器外科、

皮膚科、形成外科、総合診療部 

青森県立中央病院 リウマチ膠原病内科、血液内科、呼吸器内

科、呼吸器外科、脳神経内科、皮膚科、形

成・再建外科、緩和医療科、総合診療部 

 

Ⅶ 協力型臨床研修病院及び臨床研修協力施設 

１ 協力型臨床研修病院 

青森県立つくしが丘病院（精神科）  研修実施責任者：桐生 一宏 

松戸市立総合医療センター（選択科） 研修実施責任者：村田 希吉 

弘前大学医学部附属病院（選択科）  研修実施責任者：櫻庭 裕丈 

青森県立中央病院（選択科）     研修実施責任者：小川 吉司 

２ 臨床研修協力施設 

【地域医療】 

      (社)慈恵会 青森慈恵会病院   研修実施責任者：丹野 雅彦 

盛ハート・クリニック     研修実施責任者：盛 勇造 

森山内科クリニック      研修実施責任者：森山 裕三 

      外ヶ浜町国民健康保険外ヶ浜中央病院 

研修実施責任者：藤田 均 

おひさまクリニック       研修実施責任者：冨山 月子 

国民健康保険五戸総合病院   研修実施責任者：安藤 敏典 

青森市立浪岡病院       研修実施責任者：高橋 敏之 

【保健・医療行政】 

青森市保健所          研修実施責任者：野村 由美子 

東青地域県民局地域健康福祉部保健総室（東地方保健所） 

研修実施責任者：立花 直樹 

中南地域県民局地域健康福祉部保健総室（弘前保健所） 

研修実施責任者：齋藤 和子 

 

Ⅷ 研修内容と到達目標 

１ 臨床研修制度における「臨床研修の到達目標、方略及び評価」に準拠する。 
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２ 診療科毎に研修内容と到達目標を設定する（診療科別プログラム参照）。 

 

Ⅸ 研修の方法 

１ 受け持ち医師（研修医）として患者を受け持ち、指導医（主治医）のもと

で診療を行う。 

２ 受け持ち患者だけでなく他の患者についても積極的に検査・治療に参加し、

幅広く研修する。 

３ 当該科関連の救急患者は、その都度救急外来にて指導医とともに診療する。 

４ 当該科における到達目標だけでなく、「臨床研修の到達目標、方略及び評価」

を常に念頭に置いて、必修項目をもらさず研修する。 

５ 当該科関連項目だけでなく、合併症や基礎疾患（糖尿病、高血圧、その他）

のうち必修項目に該当するものも、その都度チェックする。 

６ 病歴要約を要する項目については、速やかに作成し、提出を求められた時

にすぐ提出できる状態にしておく。 

７ 臨床研修協力施設での研修は、当該施設の指導と研修スケジュールによる

が、担任指導医との連絡も密にする。 

８ 院内のカンファレンス、教育関連行事のほか地域の研究会や学術講演会等

にも積極的に参加することが望ましい。 

９ 研修の進歩状況の記録については、オンライン臨床教育評価システム

（EPOC）を活用する。 

 

Ⅹ 研修の評価 

１ 各科研修中は、「臨床研修の到達目標、方略及び評価」や当該科別研修内容

と到達目標の各々について自己評価と当該科指導医による評価を行う。臨床

研修制度において必要と規定された項目に対する病歴要約は、当該科指導医

が評価する。評価結果は、プログラム責任者、研修管理委員会を経て病院長

に提出し、検認を受ける。 

２ 必修分野研修終了時点で、研修管理委員会が研修医に履修が不十分な科目

があると判定した場合は、当該科目について選択科研修期間を利用して研修

を実施することとする。 

３ 研修修了の最終評価は研修管理委員会が担当する。評価結果は、研修管理

委員会を経て病院長に提出する。 

 

Ⅺ 研修修了の認定 

最終評価結果を認定後、病院長より臨床研修修了証を交付する。 


